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を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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アセスメント提供における 
情報技術（IT）利用の規範 

A code of practice for the use of information technology (IT)  
in the delivery of assessments 

 
序文 

この規格は，2007 年に第 1 版として発行された ISO/IEC 23988 を基に，技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

 

1 適用範囲 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO/IEC 23988:2007， Information technology－A code of practice for the use of information 

technology (IT) in the delivery of assessments（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こ

とを示す。 

1.1 一般 

この規格は，受検者に対するアセスメントの提供及びその回答の記録・採点における情報技術（IT）の

使用に関する推奨事項を示す。その適用範囲は三つの次元で定義される。すなわち，アセスメントの種類，

アセスメント ライフサイクルの段階，及びこの規格が特に焦点を置く IT の側面である。 

1.2 アセスメントの種類 

この規格は，次のような幅広いアセスメントを対象とする。 

－ 義務教育及び義務教育以後の教育，訓練，及び健康，安全，又は金融サービスに関連する法律に対す

る法律遵守のためのアセスメント。 

－ 知識，理解，及びスキル（技能）のアセスメント，すなわち，達成度テスト。ただし，適性又は性格

に関する心理テストを除く。 

－ 試験結果の重要性が高い試験（ハイステークス アセスメント，high-stakes assessments），並びに進捗

のフィードバック，学習ニーズの把握，自己アセスメント，及び補習のために行われる試験結果の重

要性が低い試験（ローステークス アセスメント，low-stakes assessments）。 

注記 ハイステークス アセスメントについては 3.13 を，ローステークス アセスメントについては

3.19 を参照。 

－ フィードバックを含むアセスメント，及び結果だけを提供するアセスメント。 

－ 期日指定，期間指定（ test-windows assessment），及び期日指定のないアセスメント（on-demand 

assessment）。 


